
1

恩
給
給
与
細
則
及
び
国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
省
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と

と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

恩
給
給
与
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
総
理
府
令
第
六
十
七
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
支
払
開
始
日
）

（
支
払
開
始
日
）

第
十
条
の
二

年
金
た
る
恩
給
の
支
払
開
始
日
は
、
各
支
給
期
月

第
十
条
の
二

年
金
た
る
恩
給
の
支
払
開
始
日
は
、
各
支
給
期
月

の
六
日
（
そ
の
日
が
日
曜
日
若
し
く
は
土
曜
日
又
は
国
民
の
祝

（
受
給
者
の
請
求
に
よ
り
一
月
に
支
給
す
べ
き
恩
給
を
そ
の
前

日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に

年
の
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
そ
の
月
）
の
六
日
（
そ
の

規
定
す
る
休
日
（
以
下
本
項
に
お
い
て
「
日
曜
日
等
」
と
い
う

日
が
日
曜
日
若
し
く
は
土
曜
日
又
は
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法

。
）
に
当
た
る
場
合
は
、
そ
の
日
の
直
前
の
日
曜
日
等
で
な
い

律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日

日
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
受
給
者
の
請
求
に
よ
り
一
月
に
支
給

（
以
下
本
項
に
お
い
て
「
日
曜
日
等
」
と
い
う
。
）
に
当
た
る

す
べ
き
恩
給
を
そ
の
前
年
の
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
は
そ

場
合
は
、
そ
の
日
の
直
前
の
日
曜
日
等
で
な
い
日
）
と
す
る
。

の
月
の
二
十
一
日
（
そ
の
日
が
日
曜
日
等
に
当
た
る
場
合
は
、

そ
の
日
の
直
前
の
日
曜
日
等
で
な
い
日
）
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
未
支
給
金
の
請
求
等
）

（
未
支
給
金
の
請
求
等
）

第
十
一
条

恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
十
条

第
十
一
条

恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
十
条

ノ
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
恩
給
の
未
支
給
金
の
支
給
を
受
け

ノ
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
恩
給
の
未
支
給
金
の
支
給
を
受
け

よ
う
と
す
る
遺
族
又
は
相
続
人
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
請
求

よ
う
と
す
る
遺
族
又
は
相
続
人
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
請
求

書
に
次
の
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
総
務
省
に
差
し
出
す
こ

書
に
次
の
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
総
務
省
に
差
し
出
す
こ

と
を
要
す
る
。
た
だ
し
、
遺
族
が
未
支
給
金
を
請
求
す
る
場
合

と
を
要
す
る
。
た
だ
し
、
遺
族
が
未
支
給
金
を
請
求
す
る
場
合

に
お
い
て
、
同
時
に
規
則
第
六
条
の
請
求
を
行
う
と
き
は
、
次

に
お
い
て
、
同
時
に
規
則
第
六
条
の
請
求
を
行
う
と
き
は
、
次

の
書
類
は
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

の
書
類
は
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

請
求
者
の
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
権
利
者
の
死
亡
当
時

一

請
求
者
の
戸
籍
謄
本
（
権
利
者
の
死
亡
当
時
の
請
求
者
の

の
請
求
者
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
）

の
）

二

（
略
）

二

（
略
）

別紙２



2

２

（
略
）

２

（
略
）

第
三
十
八
号
書
式

第
三
十
八
号
書
式



3

○

国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
省
令
（
平
成
十
八
年
総
務
省
令
第
四
十
九
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
総

理
府
令
第
四
十
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
未
支
給
金
の
請
求
等
）

（
未
支
給
金
の
請
求
等
）

第
七
条

国
会
議
員
互
助
年
金
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十

第
七
条

国
会
議
員
互
助
年
金
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十

号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
恩
給
法

号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
恩
給
法

（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
十
条
ノ
二
第
二
項
の
規

（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
十
条
ノ
二
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
互
助
年
金
又
は
互
助
一
時
金
の
未
支
給
金
の
支
給
を

定
に
よ
り
互
助
年
金
又
は
互
助
一
時
金
の
未
支
給
金
の
支
給
を

受
け
よ
う
と
す
る
遺
族
又
は
相
続
人
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た

受
け
よ
う
と
す
る
遺
族
又
は
相
続
人
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た

請
求
書
を
裁
定
庁
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

請
求
書
を
裁
定
庁
に
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
え
る
こ
と
を
要
す
る

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
え
る
こ
と
を
要
す
る

。
た
だ
し
、
遺
族
が
未
支
給
金
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、

。
た
だ
し
、
遺
族
が
未
支
給
金
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、

同
時
に
令
第
五
条
又
は
第
七
条
の
請
求
を
行
う
と
き
は
、
次
の

同
時
に
令
第
五
条
又
は
第
七
条
の
請
求
を
行
う
と
き
は
、
次
の

書
類
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

書
類
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

請
求
者
に
関
す
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
権
利
者
の
死

一

請
求
者
に
関
す
る
戸
籍
謄
本
（
権
利
者
の
死
亡
当
時
の
請

亡
当
時
の
請
求
者
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

求
者
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
）

き
る
も
の
）

二

（
略
）

二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）


